
【補助事業】質の高い消費と投資を呼び込むためのデジタルノマド誘客促進事業

項番 公募要領大項目 公募要領中項目 質問 回答

1 全体 選定結果の公表を含め、今後のスケジュールを知りたい。

【予定であり、変更することがあります。】

＜実証事業選定まで＞　令和7年5月30日17時　公募締切

　　　　　　　　　      　　　～6月下旬　  　補助事業選定（必要に応じ、ヒアリングを実施。）

　　　　　　　　　      　　　　7月上旬　  　選定結果公表（観光庁ウェブサイトに掲載。）

＜実証事業選定後＞　  令和7年7月中旬～8月上旬　　 交付申請書作成、交付決定後、補助事業開始

　　　　　　　　　  ～令和8年2月末　      補助事業完了報告

　　　　　　　　　　  令和8年3月　　  　 事業費審査、精算

2 全体 二次公募の予定はあるか。 現時点で二次募集の予定はありません。

3 全体 公募の結果、選定される事業実施者の数はどの程度か。 4件程度を想定しています。

4 全体
他省庁等の類似事業で交付金や補助金を受け取っているが、申請可能

か。
本事業と補助を受けている他事業の業務・重複する経費のすみ分けが明確であれば申請は可能です。

5 全体
調査事業に応募しましたが、本事業にも申請可能か。またその場合同

じ内容での申請も可能か。
可能です。ただし事業内容が同一の場合、採択は何れかとなります。

6 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象事業者 どのような組織が申請主体になれるか。
地方公共団体、観光地域づくり法人（DMO）、地域振興を目的とした民間事業者や団体、協議会等の組織が対象とな

ります。

7 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象事業者 民間事業者等の「等」には何が含まれるのか。
民間企業のほか、一般社団法人や一般財団法人、特定非営利活動法人等の多様な関係者を想定しています。また、法人

格を有するかどうかは問いません。

8 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象事業者 趣意書の作成において、首長決裁や公印が必要になるか。
担当課長等、事業に直接かかわる部署の確認が取れていれば問題ありません。公印も不要ですので、エクセルの様式に

沿って記入の上、ご提出ください。

9 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象事業者
地方公共団体が実施主体となり申請する場合、委託事業者をプロポー

ザルで公募し、委託することは可能でしょうか。

可能となります。申請時には参考見積もり額の事業費にて申請ください。本事業の採択後にプロポーザルを実施する場

合には、委託事業者が特定した後に本事業の交付決定となります。

10 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象経費 本事業の補助率（自己負担割合）はどのようになっているのか。 補助率は１／２以内とし、１事業当たり500万円を上限とします。

11 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象経費

実証事業等の対象となる経費の規模（国費による部分）について、必

ず5 百万円（税込）で採択されるということか。申請時の下限額はあ

るか。

上限額は５百万円（税込）としている一方、下限額は設定しておりません。

採択件数の多寡や、採択過程における有識者委員による書面審査や必要に応じたヒアリングの結果等を踏まえた上で、

採択金額を調整します。申請金額は必ず確約するものではないことをご承知おきください。

12 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象経費
実証事業等の経費を令和８年度以降へ繰り越して国費で負担してもら

うことは可能か。
実証事業等の経費を、令和８年度以降へ繰り越して国費で負担することはできません。

13 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象経費
本事業内で造成したコンテンツを販売して収益を得た場合、最終的に

支払われる事業費用は売上分を差し引いた金額になるか。

実証事業内でコンテンツの販売を行い収益が発生した場合は、収益納付を行う必要があるため、対象経費から収益分が

減額されます。

14 公募要領 Ⅱ.募集内容等 補助対象経費
「ア　受入環境整備の実施に向けた戦略の策定等に係る費用」に、国

内外の現地視察費用は対象となるか。

戦略策定の為の調査実施に係る経費も対象となりますが、計画の持続継続性や地域への貢献度合い等、総合的に取組を

判断させていただきます。
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項番 公募要領大項目 公募要領中項目 質問 回答

15 公募要領 Ⅱ.募集内容等 補助対象経費
「イ　デジタルノマドのニーズに合わせた施設改修・整備等に係る費

用」の施設改修には、カフェやレストランの改修も対象となるか。
デジタルノマドの誘客に向けて、真に必要となる範囲のものに限ります。

16 公募要領 Ⅱ.募集内容等 補助対象経費

「イ　デジタルノマドのニーズに合わせた施設改修・整備等に係る費

用」に、例えばリゾートの雰囲気をだす為の壁紙の改装や照明の改修

などは対象となるか。

デジタルノマドの誘客に向けて、真に必要となる範囲のものに限ります。

17 公募要領 Ⅱ.募集内容等 補助対象経費
「イ　デジタルノマドのニーズに合わせた施設改修・整備等に係る費

用」の施設改修には、wifiの整備は対象となるか。
デジタルノマドの誘客に向けて、真に必要となる範囲のものに限ります。

18 公募要領 Ⅱ.募集内容等 補助対象経費

「イ　デジタルノマドのニーズに合わせた施設改修・整備等に係る費

用」の施設改修には、トイレの洋式化やエレベータの改修も対象とな

るか。

デジタルノマドの誘客に向けて、真に必要となる範囲のものに限ります。

19 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象経費

「ウ　デジタルノマドのニーズに合わせた設備導入・物品購入等に係

る費用」について、例えば快適性を追求したいすや机などの家具の購

入は対象となるか。

デジタルノマドの誘客に向けて、真に必要となる範囲のものに限ります。

20 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象経費

「ウ　デジタルノマドのニーズに合わせた設備導入・物品購入等に係

る費用」について、観光案内に利用するタブレットなど多言語端末の

購入も対象となるか。

デジタルノマドの誘客に向けて、真に必要となる範囲のものに限ります。

21 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象経費

「ウ　デジタルノマドのニーズに合わせた設備導入・物品購入等に係

る費用」について、レンタルオプション用の自転車や着物・浴衣等の

購入も対象となるか。

デジタルノマドの誘客に向けて、真に必要となる範囲のものに限ります。

22 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象経費
「ウ　デジタルノマドのニーズに合わせた設備導入・物品購入等に係

る費用」について、ジムの機器導入も対象となるか。
デジタルノマドの誘客に向けて、真に必要となる範囲のものに限ります。

23 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象経費

「エ　デジタルノマドの受入に必要な滞在プログラム造成・効果検証

等に係る費用」については、専門家へのデータ分析等の委託費用も対

象か。

対象となります。

24 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象経費

「オ　デジタルノマドが必要とする受入環境に関する情報発信等に係

る費用」のデジタルノマドが集まるイベント等への参加費は、海外イ

ベントへの参加を想定しているか。

国内外は問いません。

25 公募要領 Ⅱ．募集内容等 補助対象経費
「カ　本事業の効果検証、課題分析等に係る費用」には、申請主体の

人件費は対象となるか。
計画申請者及び補助対象事業者における経常的な経費は対象外となります。

26 公募要領 Ⅱ．募集内容等
支援対象とならない

経費の具体例

対象外経費に「招聘するデジタルノマドへの謝金等の経費」とある

が、渡航費用や宿泊費用は支援対象外か。

渡航費用や宿泊費用は支援対象です。招聘にあたっての謝礼や労働に対する対価などにあたる場合は対象外となりま

す。

27 公募要領 Ⅱ．募集内容等
申請にあたってのポ

イント

デジタルノマドの「生活スタイルに対応した中長期滞在に寄与するも

の」とあるが、中長期はどのくらいの期間のイメージか。
デジタルノマドの1都市の平均的な滞在日数(Nomadlistのデータを参考)を考慮し、1ケ月以上を想定しています。
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28 公募要領 Ⅲ．事業者の選定 1．選定

＜審査における加点項目＞に記載されている事項は、提案内容に含ま

れている場合は加点されるだけであり、含まれていない場合は減点さ

れるものではないという理解でよろしいか。

お見込みのとおりです。＜審査における加点項目＞に記載の観点は、申請における必須事項ということでもありませ

ん。

29 公募要領 Ⅲ．事業者の選定 1．選定
＜審査における加点項目＞複数地域での広域的な取組については、連

続した日程である必要があるか。
別日程で行うことを妨げるものではありませんが、どのような連携を行う取組なのか明確にして下さい。

30 公募要領 Ⅲ．事業者の選定 1．選定

＜審査における加点項目＞に「③日本企業への具体的な投資やビジネ

スにつながるアイデアが計画に含まれていること」とあるが投資とは

どのようなものを想定しているか。

デジタルノマド同士・デジタルノマドと地域住民間の交流に拠るイノベーションを期待します。イメージとして、新規

事業の創出、ベンチャーキャピタルの誘致、外国人留学生の国内の定着化等を想定しています。

31 公募要領 Ⅲ．事業者の選定 1．選定

＜審査における加点項目＞に「④海外を本拠地とするデジタルノマド

50人以上を誘致する大規模な取組であること」とあるが一回のイベン

トで50名以上を誘致することが対象なのか。

事業期間内での複数の期間での誘致でもかまいません。延べ人員で判断します。

32 公募要領 Ⅲ．事業者の選定 3．提出 積算根拠資料は、概算見積もりでかまわないか。 概算でもかまいませんが、実施する事業の大枠がわかる内訳の積算でお願いします。

33 公募要領 Ⅲ．事業者の選定 3．提出
収支計画書は、任意の書式となっていますが、テンプレートを用意し

ていただくことは可能ですか。
テンプレートは用意しておりません。

34 公募要領 Ⅳ．留意点
１．申請内容等につ

いて

「経費の一部又はその全部が支払われないことがある」とあるが、ど

のような場合に、誰がいつどのような形で判断するのか。

採択に当たり合意した事項が行われない又は守られない場合、申請書に虚偽の記載を行う、ヒアリング時に虚偽の発言

をするなどした場合等が該当します。最終的には、事業の終了後である令和8年3月以降に、観光庁及び事業事務局が

精査した上で判断します。
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